
 

 

 

 

 

 

 

職員による生活保護費の着服に関する懲戒処分について 

 

職員の処分を行いましたので、お知らせします。 

 

１ 被処分者及び処分内容 

（当事者） 

所属 職名 年齢 性別 処分内容 

中央区役所保健福祉センター社会援護第二課  主事 ２５歳 男 免職 

 

（管理監督者） 

所属 職名 年齢 性別 処分内容 

中央区役所 区長 ５９歳 男 訓告 

中央区役所 所長 ５５歳 男 訓告 

中央区役所 課長 ６０歳 男 減給 1/10 １月 

中央区役所 課長補佐 ５０歳 男 減給 1/10 １月 

教育委員会事務局 主査 ４７歳 男 戒告 

 

２ 処分年月日  平成３１年１月９日（水） 

 

３ 事 案 概 要 

当事者は、平成２９年度中に、ケースワーカーとして担当していた生活保護受給者１名

の生活保護費のうち、平成２９年７月分から１１月分までの合計５か月分（５９１，１８０円）

について、着服していたものである。 

 

  ※平成３０年１２月２１日に、事案の内容（判明経緯等）に関し、記者発表したものに

対して、処分を行ったものです。 

平成３１年１月９日 
総務局総務部人事課コンプライアンス推進室【職員処分関係】 
電話２４５－５６７６ 内線９０－２２４０ 

中央保健福祉センター社会援護第二課【事案関係】 
電話２２１－２０１６ 内線９３－５４９ 

保健福祉局保護課【生活保護制度関係】 
電話２４５－５１０８ 内線９０－２６８６ 

 

記者発表資料 

http://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/kohokocho/prfindex.html#shisyo
http://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/kohokocho/prfindex.html#shisyo

